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海外労働事情

主
要
八
カ
国
（
Ｇ
８
）
の
労
相
が
金
融
危

機
後
の
労
働
・
雇
用
情
勢
に
つ
い
て
討
議
す

る
Ｇ
８
労
働
大
臣
会
合
が
三
月
二
九
日
か
ら

三
日
間
、
ロ
ー
マ
で
開
催
さ
れ
た
。
会
合
は
、

七
月
上
旬
開
催
予
定
の
マ
ッ
ダ
レ
ー
ナ
・
サ

ミ
ッ
ト
の
関
連
会
合
で
、
経
済
協
力
開
発
機

構（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）、国
際
労
働
機
関（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）

な
ど
国
際
機
関
の
代
表
に
加
え
、Ｅ
Ｕ
雇
用
・

社
会
問
題
・
機
会
均
等
担
当
委
員
や
中
国
、

イ
ン
ド
、
ブ
ラ
ジ
ル
な
ど
新
興
六
カ
国
代
表

ら
が
参
加
し
た
。
グ
リ
ア
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
事
務
総

長
と
ソ
マ
ビ
ア
Ｉ
Ｌ
Ｏ
事
務
局
長
は
、
最
新

の
失
業
予
測
を
踏
ま
え
、
両
機
関
の
今
後
の

対
応
策
を
明
ら
か
に
し
た
。
Ｇ
８
労
相
は
、

統
合
的
な
経
済
・
社
会
ア
プ
ロ
ー
チ
で
各
国

が
足
並
み
を
そ
ろ
え
て
危
機
の
社
会
的
側
面

に
対
応
す
る
方
向
で
一
致
し
、
と
り
わ
け
、

相
互
補
完
的
な
経
済
・
雇
用
・
社
会
政
策
を

講
じ
、失
業
の
軽
減
や
所
得
支
援
、訓
練
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
を
中
心
と
す
る
人
的
資
源
の
保

護
に
取
り
組
む
こ
と
に
合
意
し
た
。
会
合
の

結
果
は
、
四
月
に
開
催
予
定
の
Ｇ
20
ロ
ン
ド

ン
会
合
に
も
反
映
さ
れ
る
見
通
し
だ
。
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
発
言
と
Ｇ
８
議
長
総
括

（
１
）
の
概
要
を
ま
と
め
た
。

グ
リ
ア
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
事
務
総
長―

―

労
働
・
社
会
政
策
へ
の
財
源
確
保
、

脆
弱
層
支
援
な
ど
提
言

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
最
新
予
測
（
表
１
）（
２
）
に

よ
れ
ば
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
諸
国
の
平
均
失
業

率
は
二
〇
〇
七
年
の
五
・
六
％
か
ら
二
〇
一

〇
年
ま
で
に
一
〇
％
近
く
ま
で
悪
化
し
、
失

業
者
数
は
二
五
〇
〇
万
人
増
え
る
。

今
回
の
会
合
で
演
説
に
立
っ
た
グ
リ
ア
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
事
務
総
長
は
、「
世
界
の
労
働
・
雇
用

情
勢
は
悪
化
し
て
お
り
、
減
産
、
工
場
閉
鎖
、

解
雇
が
相
次
い
で
い
る
」
と
述
べ
、「
若
年
労

働
者
、
低
熟
練
労
働
者
、
移
民
、
非
正
規
労

働
者
な
ど
の
脆
弱
層
は
真
っ
先
に
雇
用
調
整

の
対
象
と
な
る
が
、
社
会
的
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
制
限
さ
れ
て
い
て
、

新
た
な
職
を
見
つ
け
る
の
も
難
し
く
、
長
期

失
業
リ
ス
ク
を
抱
え
て
い
る
」
と
訴
え
た
。

そ
の
う
え
で
、
各
国
が
講
じ
る
景
気
対
策
に

つ
い
て
、「
適
切
な
雇
用
・
社
会
政
策
を
伴
う

も
の
で
な
け
れ
ば
、
最
良
の
成
果
は
得
ら
れ

な
い
」
と
し
て
、
労
働
市
場
・
社
会
面
で
の

五
つ
の
課
題
を
提
示
し
た
。

一
つ
は
、
雇
用
危
機
に
十
分
に
対
応
で
き

る
規
模
の
労
働
市
場
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
追
加

財
源
の
確
保
だ
。
グ
リ
ア
事
務
総
長
は
、
Ｇ

８
諸
国
お
よ
び
そ
の
他
の
諸
国
の
景
気
刺
激

策
の
大
半
が
労
働
市
場
・
社
会
政
策
措
置
へ

の
追
加
財
源
を
盛
り
込
ん
で
い
る
こ
と
を
評

価
し
つ
つ
も
、
そ
の
規
模
が
十
分
で
な
い
と

訴
え
た
。
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
で
は

支
出
全
体
の
約
八
〜
一
〇
％
が
注
入
さ
れ
た

が
、
そ
の
他
の
国
で
は
そ
れ
を
下
回
る
水
準

の
財
源
し
か
確
保
さ
れ
て
い
な
い
。

二
つ
は
、
労
働
需
要
を
喚
起
し
、
不
必
要

な
解
雇
を
回
避
す
る
こ
と
。
需
要
減
に
応
じ

た
労
働
時
間
短
縮
（
日
本
の
「
緊
急
避
難
型

ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」（
３
）
に
該
当
）
へ

の
助
成
措
置
（
例
え
ば
、
日
本
の
雇
用
調
整

助
成
金
や
ド
イ
ツ
の
操
業
短
縮
手
当
）
や
社

会
保
険
料
負
担
の
軽
減
措
置
を
時
限
的
に
講

じ
る
こ
と
で
、
一
部
の
雇
用
が
維
持
で
き
る
。

そ
の
場
合
、
マ
イ
ナ
ス
の
副
作
用
を
最
小
化

す
る
と
と
も
に
、
助
成
を
景
気
回
復
ま
で
の

あ
く
ま
で
も
「
一
時
的
な
」
救
済
措
置
と
し

て
注
意
深
く
設
計
す
る
必
要
性
を
強
調
し
た
。

三
つ
目
に
は
、
失
業
者
お
よ
び
低
所
得
世

帯
に
対
す
る
適
切
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の

提
供
が
あ
が
っ
た
。
Ｇ
８
諸
国
は
す
べ
て
、

ま
た
そ
の
他
の
国
に
つ
い
て
も
大
半
が
失
業

給
付
制
度
を
有
し
て
い
る
が
、
失
業
給
付
期

間
が
短
い
国
で
は
、
一
時
的
な
給
付
延
長
措

置
を
講
じ
る
こ
と
で
、
長
期
失
業
や
貧
困
の

拡
大
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
だ
。
そ
の
場

合
、
受
給
要
件
の
厳
格
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
や

濫
用
を
防
ぐ
工
夫
も
必
要
と
な
る
。
ま
た
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
派
遣
な
ど
の
非
正
規
就
労

が
多
い
国
で
は
、
失
業
給
付
の
受
給
権
が
な

い
労
働
者
の
シ
ェ
ア
が
増
え
て
い
る
こ
と
に

も
言
及
し
、
こ
れ
ら
の
労
働
者
層
に
対
し
て

ＯＥＣＤ・ＩＬＯの両機関、危機対応策を提示
　　　―Ｇ８労働大臣会合―

Focus

表1　OECD失業率予測
（単位：％）

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
アメリカ 5.5 5.1 4.6 4.6 5.8 9.1 10.3
日本 4.7 4.4 4.1 3.9 4.0 4.9 5.6
ドイツ 9.7 10.5 9.7 8.3 7.3 8.9 11.6
フランス 8.8 8.8 8.8 8.0 7.4 9.9 10.9
イタリア 8.1 7.8 6.8 6.2 6.8 9.2 10.7
イギリス 4.8 4.8 5.4 5.4 5.7 7.7 9.5
カナダ 7.2 6.8 6.3 6.0 6.1 8.8 10.5
OECD主要7か国 6.3 6.1 5.8 5.4 5.8 8.2 9.6
OECD計 6.8 6.6 6.0 5.6 6.0 8.4 9.9
OECD欧州12か国 8.8 8.8 8.2 7.4 7.5 10.1 11.7
主要7か国と欧州を除くOECD加盟国 7.3 7.1 6.2 5.5 5.6 7.8 9.4
（注）2008年以降の数値は予測値。
資料出所：OECD（2009）OECD Economic Interim Projection（2009年3月31日公表）。

ＯＥＣＤ・ＩＬＯの両機関、危機対応策を提示
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海外労働事情

適
切
な
社
会
扶
助
給
付
を
提
供
す
る
必
要
性

を
訴
え
た
。
加
え
て
、
失
業
保
険
制
度
の
カ

バ
ー
率
が
低
い
と
い
う
構
造
的
な
問
題
へ
の

取
り
組
み
も
求
め
た
。
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
や

イ
タ
リ
ア
、
日
本
で
は
、
失
業
給
付
の
適
用

対
象
範
囲
を
拡
大
す
る
方
向
に
進
ん
で
い
る
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
こ
う
し
た
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
支

援
し
つ
つ
も
、
求
職
要
件
を
付
す
な
ど
と

い
っ
た
就
労
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
確
保
す
る

必
要
性
を
強
調
し
た
。

四
つ
目
は
、
効
果
的
な
積
極
的
労
働
市
場

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
拡
充
す
る
こ
と
。
こ
こ
一
〇

年
間
、
多
く
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
は
、
効
果
的

な
再
就
職
サ
ー
ビ
ス
と
適
度
な
給
付
制
裁
を

伴
う
求
職
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
を
組
み
合
わ

せ
て
き
た
。
こ
う
し
た
戦
略
は
経
済
成
長
と

雇
用
拡
大
の
文
脈
で
は
機
能
し
て
き
た
。
だ

が
、
労
働
市
場
が
悪
化
し
、
雇
用
機
会
が
減

少
し
て
い
る
な
か
で
こ
う
し
た
政
策
ス
タ
ン

ス
を
維
持
す
る
に
は
、
積
極
的
労
働
市
場
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
拡
充
す
る
必
要
が
あ
る
。
具
体

的
に
は
、
①
官
民
連
携
に
よ
る
職
業
紹
介

サ
ー
ビ
ス
の
促
進
②
労
働
市
場
ニ
ー
ズ
に
応

じ
た
訓
練
の
提
供
③
公
共
雇
用
創
出
措
置
な

ど
就
職
が
困
難
な
失
業
者
層
に
焦
点
を
絞
っ

た
措
置
の
活
用―

―

な
ど
を
あ
げ
た
。

五
つ
目
は
、
労
働
供
給
の
確
保
だ
。
今
後

一
層
高
齢
化
に
よ
る
人
口
減
少
が
進
む
た
め
、

高
齢
層
や
若
年
層
な
ど
の
労
働
力
参
加
を
減

ら
す
こ
と
（
例
え
ば
、
高
齢
者
の
早
期
引
退

促
進
や
若
年
層
の
採
用
抑
制
）
で
今
回
の
雇

用
危
機
に
対
応
す
る
方
向
は
避
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

演
説
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
っ
て
グ
リ
ア

事
務
総
長
は
、
発
展
途
上
国
に
つ
い
て
は
、

雇
用
創
出
や
適
切
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の

構
築
に
注
入
で
き
る
財
源
基
盤
が
乏
し
い
こ

と
に
言
及
し
、「
一
国
の
み
の
解
決
は
も
は
や

不
可
能
だ
。
よ
り
包
摂
的
な
国
際
協
力
を
通

じ
て
世
界
が
連
携
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
し

て
、
あ
ら
た
め
て
国
際
協
調
を
呼
び
か
け
た
。

ソ
マ
ビ
ア
Ｉ
Ｌ
Ｏ
事
務
局
長―

―

「
世
界
雇
用
協
定
」
を
提
唱

Ｉ
Ｌ
Ｏ
推
計
に
よ
れ
ば
、
世
界
の
失
業
者

数
は
〇
九
年
末
ま
で
に
四
〇
〇
〇
万
人
に
膨

ら
む
可
能
性
が
あ
る
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
三
月
に
ス

イ
ス
・
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
開
催
し
た
第
三
〇
四

回
理
事
会
で
、
金
融
危
機
対
応
に
関
す
る
ハ

イ
レ
ベ
ル
三
者
構
成
会
議
を
設
け
、
昨
年
採

択
し
た
「
公
正
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
た
め
の

社
会
正
義
に
関
す
る
宣
言
」（
４
）
を
軸
と
し

て
「
世
界
雇
用
協
定
（G
lobal Jobs 

P
act

）」
を
策
定
す
る
方
向
で
合
意
し
て
い

る
。
三
者
構
成
会
議
で
の
討
議
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ

国
際
労
働
問
題
研
究
所
が
Ｇ
20
諸
国
を
含
む

三
二
カ
国
の
危
機
対
応
策
を
検
討
し
た
報
告

書『
金
融
・
経
済
危
機
：
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
ワ
ー

ク
の
対
応
（The Financial and Econom

ic 
C

risis: A D
ecent W

ork Response
）』（
５
）
に

基
づ
い
て
行
わ
れ
た
。

報
告
書
は
、
〇
九
〜
一
〇
年
に
労
働
市
場

へ
の
新
規
参
入
者
を
吸
収
し
、
求
人
不
足
の

長
期
化
を
避
け
る
た
め
に
は
、
九
〇
〇
〇
万

人
近
い
新
規
雇
用
創
出
が
必
要
と
な
る
と
予

測
。
ま
た
、
各
国
の
危
機
対
応
策
に
つ
い
て
、

①
景
気
刺
激
策
の
重
点
が
雇
用
創
出
や
社
会

的
保
護
よ
り
も
金
融
救
済
措
置
や
減
税
に
置

か
れ
て
い
る
②
景
気
刺
激
策
全
体
に
占
め
る

社
会
政
策
措
置
の
財
源
規
模
が
調
査
対
象
の

二
二
カ
国
平
均
で
九
・
二
％
、
雇
用
政
策
に

つ
い
て
は
僅
か
一
・
八
％
に
過
ぎ
な
い
③
若

年
層
な
ど
脆
弱
層
へ
の
支
援
措
置
が
不
十
分

で
あ
る
④
労
使
の
社
会
対
話
が
限
ら
れ
て
い

る
⑤
各
国
間
の
調
整
が
不
十
分
で
あ
る―

―

な
ど
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

三
者
会
議
は
ま
た
、
今
後
の
対
応
策
に
つ

い
て
、
①
四
月
に
開
催
予
定
の
Ｇ
20
ロ
ン
ド

ン
会
合
で
危
機
の
雇
用
・
社
会
的
側
面
へ
の

取
り
組
み
強
化
を
呼
び
か
け
る
（
世
界
雇
用

協
定
の
提
案
を
含
む
）
②
経
済
危
機
を
六
月

に
開
催
す
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
の
メ
ー
ン
テ
ー
マ

に
位
置
付
け
る
③
関
連
す
る
国
際
会
合
に
積

極
的
に
参
加
し
、
雇
用
・
社
会
面
で
の
取
り

組
み
強
化
を
促
す
と
と
も
に
、
政
策
助
言

サ
ー
ビ
ス
を
向
上
す
る―

―

な
ど
を
あ
げ
た
。

そ
の
後
開
催
と
な
っ
た
Ｇ
８
労
働
大
臣
会

合
に
出
席
し
た
ソ
マ
ビ
ア
Ｉ
Ｌ
Ｏ
事
務
局
長

は
、回
復
と
経
済
成
長
を
促
す
新
た
な
雇
用
・

社
会
保
護
政
策
に
向
け
、
Ｇ
８
そ
の
他
の
諸

国
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
呼
び
か
け
た
。
そ

の
う
え
で
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
今
後
内
容
を
詰
め
る

「
世
界
雇
用
協
定
」
に
つ
い
て
、「
雇
用
拡
大

や
社
会
保
護
、
労
働
関
連
制
度
の
強
化
に
関

す
る
各
国
レ
ベ
ル
の
行
動
と
グ
ロ
ー
バ
ル
レ

ベ
ル
で
の
行
動
と
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
。

危
機
対
応
に
関
す
る
各
国
の
政
策
決
定
や
国

際
協
力
、
な
ら
び
に
政
策
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関

す
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
貢
献
の
柱
に
位
置
付
け
る
」

な
ど
と
解
説
し
た
。

具
体
的
に
は
、
①
失
業
者
対
策
②
社
会
保

護
・
年
金
保
護
の
拡
大
③
脆
弱
層
・
脆
弱
部

門
に
焦
点
を
絞
っ
た
支
援
④
労
働
者
の
技
能

開
発
へ
の
投
資
⑤
職
業
紹
介
サ
ー
ビ
ス
の
強

化
⑥
中
小
企
業
支
援
⑦
緊
急
公
共
事
業
な
ど

の
公
的
イ
ン
フ
ラ
投
資
⑧
省
エ
ネ
技
術
お
よ

び
「
グ
リ
ー
ン
・
ジ
ョ
ブ
」
へ
の
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
・
投
資
促
進
⑨
社
会
的
責
任
の
あ
る

企
業
・
産
業
再
編
⑩
団
体
交
渉
制
度
の
強
化

と
賃
金
交
渉
の
推
進
に
よ
る
実
質
賃
金
の
維

持
お
よ
び
消
費
促
進―

―

な
ど
が
盛
り
込
ま

れ
る
予
定
だ
。

ソ
マ
ビ
ア
事
務
局
長
は
ま
た
、
危
機
対
応

策
の
効
果
を
国
際
的
な
調
整
に
よ
っ
て
向
上

さ
せ
る
必
要
性
を
訴
え
る
と
と
も
に
、
財
政

基
盤
が
十
分
で
な
い
国
へ
の
国
際
協
力
を
促

し
た
。

Ｇ
８
労
働
大
臣
会
合―

―

労
働
時

間
短
縮
へ
の
助
成
措
置
や
職
業
訓

練
拡
充
な
ど
で
合
意

国
際
レ
ベ
ル
で
の
合
意
に
は
一
定
の
収
斂

が
み
ら
れ
る
。
今
回
の
Ｇ
８
労
働
大
臣
会
合

で
の
合
意
も
、
基
本
的
に
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
や
Ｉ

Ｌ
Ｏ
が
示
し
た
方
向
性
と
一
致
す
る
。
Ｇ
８

は
、
危
機
に
対
処
す
る
上
で
有
効
な
四
つ
の

戦
略
を
あ
げ
て
い
る
。

一
つ
は
、
雇
用
創
出
お
よ
び
効
果
的
な
雇

用
・
労
働
市
場
政
策
の
推
進
だ
。
二
つ
目
は
、

効
果
的
な
社
会
保
護
制
度
（
社
会
保
障
・
労

働
者
保
護
）
に
よ
っ
て
個
人
及
び
世
帯
の
所

得
を
支
援
し
、
消
費
や
投
資
を
再
活
性
化
す

る
こ
と
で
迅
速
な
回
復
を
め
ざ
す
。
三
つ
目

は
、
適
切
な
教
育
訓
練
政
策
を
通
じ
て
人
的

資
源
開
発
を
促
進
す
る
こ
と
で
、
人
々
の
雇

用
を
維
持
し
、
社
会
的
疎
外
を
防
ぐ
と
と
も

に
、
経
済
成
長
を
支
え
、
個
々
人
の
人
的
資

本
を
育
成
す
る
。
四
つ
目
は
、
持
続
可
能
な

成
長
と
開
発
を
達
成
す
る
う
え
で
必
要
な
社

会
・
金
融
・
経
済
問
題
に
積
極
的
に
取
り
組

む
。そ

の
う
え
で
、
成
長
と
生
産
性
、
ひ
い
て

は
長
期
的
な
社
会
的
連
帯
を
維
持
す
る
構
造

政
策
と
雇
用
・
社
会
保
護
措
置
の
整
合
性
を

確
保
す
る
必
要
性
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
社
会
的
側
面
を
拡
充
す
る

方
向
を
強
調
し
た
。

Ｇ
８
は
、
今
後
必
要
と
さ
れ
る
取
り
組
み

に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
具
体
的

に
は
、
①
失
業
の
軽
減
に
資
す
る
効
果
的
か
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つ
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
絞
っ
た
積
極
的
労
働
市
場

政
策
を
推
進
す
る
（
失
業
給
付
と
職
業
紹
介

サ
ー
ビ
ス
の
効
果
的
な
組
み
合
わ
せ
の
確
保

等
）
②
労
働
市
場
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
技
能
開

発
や
求
人
・
求
職
支
援
の
促
進
と
労
働
時
間

短
縮（
緊
急
避
難
型
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
）

に
対
す
る
助
成
措
置
を
組
み
合
わ
せ
、
人
々

の
労
働
市
場
参
加
を
維
持
し
、
大
量
失
業
を

回
避
す
る
③
危
機
の
影
響
を
受
け
た
労
働
者

や
世
帯
に
対
す
る
効
果
的
な
社
会
保
護
制
度

を
確
保
す
る
（
脆
弱
層
・
貧
困
層
を
対
象
と

し
た
最
低
賃
金
を
含
む
所
得
支
援
と
就
労
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
組
み
合
わ
せ
等
）
④
労
働

市
場
を
広
範
な
構
造
変
化
に
対
応
で
き
る
よ

う
に
す
る
（
失
業
者
や
雇
用
調
整
の
リ
ス
ク

の
あ
る
労
働
者
へ
の
訓
練
・
技
能
向
上
、
解

雇
の
回
避
や
再
採
用
コ
ス
ト
の
抑
制
な
ら
び

に
企
業
特
殊
的
な
人
的
資
本
の
損
失
防
止
を

目
的
と
し
た
労
働
時
間
短
縮
な
ど
労
働
形
態

の
一
時
的
柔
軟
化
等
）―

―

の
四
項
目
が
掲

げ
ら
れ
た
。

Ｇ
８
は
ま
た
、
今
後
の
雇
用
創
出
が
見
込

ま
れ
る
分
野
と
し
て
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
な
ど
の
環
境
（
グ
リ
ー
ン
・
ジ
ョ
ブ
）、

育
児
・
介
護
な
ど
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
二
分

野
を
あ
げ
、
そ
れ
に
向
け
た
適
切
な
技
能
訓

練
を
提
供
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
で
も
一

致
し
た
。

最
後
に
議
長
総
括
は
、
こ
れ
ら
の
ゴ
ー
ル

の
実
現
に
向
け
、
労
使
の
積
極
的
な
関
与―

―

具
体
的
に
は
社
会
対
話
の
推
進―

―

が
不

可
欠
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、

国
際
的
な
連
携
強
化
に
よ
り
持
続
可
能
な
開

発
と
社
会
的
連
帯
を
推
進
す
る
各
国
の
意
思

を
明
記
。
そ
の
う
え
で
、
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル

で
の
政
策
整
合
性
を
確
保
す
る
た
め
、
国
際

通
貨
基
金
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
、
Ｉ
Ｌ

Ｏ
の
協
力
を
呼
び
か
け
た
。
会
合
の
結
果
は
、

四
月
の
Ｇ
20
ロ
ン
ド
ン
会
合
に
提
示
さ
れ
る
。

〔
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．
Ｇ
８
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Ｏ
Ｅ
Ｃ
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、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
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ペ
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、
Ｇ

８
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〇
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公
式
ホ
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（
国
際
研
究
部　

戎
居
皆
和
）

国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
は
二
月
一
八

日
か
ら
三
日
間
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
マ
ニ
ラ
市

で
「
経
済
危
機
へ
の
対
応―

ア
ジ
ア
太
平
洋

に
お
け
る
成
長
、
雇
用
、
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・

ワ
ー
ク
の
た
め
の
整
合
的
な
政
策
」
を
テ
ー

マ
に
地
域
ハ
イ
レ
ベ
ル
会
合
を
開
い
た
。
ア

ジ
ア
太
平
洋
地
域
一
一
カ
国
の
政
労
使
代
表

や
国
際
通
貨
基
金
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）
な
ど
国
際
機

関
の
専
門
家
ら
が
参
加
し
た
。
各
国
政
府
は
、

雇
用
維
持
・
創
出
と
社
会
的
保
護
な
ど
を
軸

と
し
た
包
括
的
経
済
政
策
を
講
じ
る
方
向
で

大
筋
合
意
し
た
。
こ
の
会
合
に
日
本
政
府
代

表
と
し
て
参
加
し
た
村
木
太
郎
・
厚
生
労
働

省
総
括
審
議
官
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
駐
日
事
務
所
と

日
本
Ｉ
Ｌ
Ｏ
協
会
が
三
月
四
日
に
開
い
た
セ

ミ
ナ
ー（
１
）
で
、
会
合
の
内
容
に
つ
い
て
報

告
し
た
。
同
氏
の
報
告
を
も
と
に
マ
ニ
ラ
会

合
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

「
社
会
的
側
面
」
に
焦
点―

―

一

連
の
国
際
会
議

村
木
総
括
審
議
官
は
ま
ず
、
会
議
の
背
景

に
つ
い
て
説
明
し
た
。
ア
メ
リ
カ
発
の
金
融

危
機
は
輸
出
主
導
国
を
中
心
に
た
だ
ち
に
実

体
経
済
に
波
及
し
、
全
世
界
同
時
不
況
に

陥
っ
た
。
各
国
レ
ベ
ル
で
は
一
斉
に
緊
急
経

済
対
策
が
講
じ
ら
れ
、
国
際
レ
ベ
ル
で
は
、

昨
年
一
一
月
に
Ｇ
20
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
が
新

た
な
金
融
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
つ
い
て
議
論

し
た
。
他
方
、
雇
用
・
労
働
分
野
で
は
Ｉ
Ｌ

Ｏ
が
昨
年
一
一
月
に
理
事
会
議
長
団
声
明

（
２
）
を
発
表
。
そ
の
後
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
世
界
各

地
域
で
経
済
危
機
の
社
会
的
側
面
に
焦
点
を

当
て
た
政
労
使
会
議
を
開
催
し
、
そ
の
結
果

を
今
年
三
月
開
催
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
第
三
〇
四
回
理

 

経
済
危
機
対
応
の
ハ
イ
レ
ベ
ル
会
合
を
開
催

―
―

Ｉ
Ｌ
Ｏ
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
、
各
国
政
労
使
が
協
議

事
会
で
審
議
し
た
。
マ
ニ
ラ
会
合
も
、
一
連

の
地
域
会
議
の
ひ
と
つ
と
し
て
開
催
さ
れ
た

も
の
だ
。

さ
ら
に
、
三
月
末
に
は
ロ
ー
マ
で
Ｇ
８
労

働
大
臣
会
合
が
開
か
れ
、世
界
規
模
で
雇
用
・

生
活
へ
の
影
響
が
深
刻
化
す
る
状
況
下
で
主

要
国
の
労
相
ら
が
一
堂
に
会
す
国
際
会
議
と

し
て
注
目
を
集
め
た
。
四
月
に
開
催
予
定
の

Ｇ
20
ロ
ン
ド
ン
会
議
の
主
目
的
は
金
融
シ
ス

テ
ム
の
再
構
築
だ
が
、
雇
用
問
題
が
各
国
の

大
き
な
関
心
の
的
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

Ｇ
８
労
働
大
臣
会
合
の
内
容
も
反
映
さ
れ
る

見
通
し
だ
。

九
七
年
危
機
に
比
べ
、
現
在
の
影

響
は
小
規
模

続
い
て
同
氏
は
、
危
機
前
の
ア
ジ
ア
経
済

に
つ
い
て
概
説
し
た
。
ア
ジ
ア
地
域
は
こ
れ

ま
で
、
中
国
を
は
じ
め
、
ア
セ
ア
ン
諸
国
や
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イ
ン
ド
な
ど
を
含
む
世
界
の
成
長
セ
ン
タ
ー

と
し
て
経
済
成
長
が
最
も
進
ん
だ
地
域
だ
っ

た
。
活
発
な
輸
出
・
直
接
投
資
に
牽
引
さ
れ

た
経
済
成
長
を
も
と
に
、
国
民
所
得
・
内
需

も
増
加
し
つ
つ
あ
っ
た
。
ア
ジ
ア
金
融
危
機

が
起
こ
っ
た
九
七
年
に
比
べ
、
健
全
な
金
融

環
境
が
整
い
つ
つ
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
ア
ジ
ア
地
域
で
は
依
然
と
し
て
、

①
広
範
囲
に
及
ぶ
貧
困
と
格
差
②
未
発
達
か

つ
脆
弱
な
社
会
イ
ン
フ
ラ
（
労
働
市
場
、
社

会
保
障
）
③
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
経
済
の
拡
大

④
一
部
の
国
の
国
家
基
盤
の
脆
弱
性―

―
と

い
っ
た
課
題
が
残
っ
て
お
り
、
今
回
の
経
済

危
機
で
は
こ
う
し
た
問
題
点
が
浮
き
彫
り
に

な
り
つ
つ
あ
る
。

経
済
危
機
の
影
響
は
、
日
本
、
韓
国
、
中

国
沿
岸
部
な
ど
の
輸
出
依
存
型
の
国
や
産
業

ほ
ど
深
刻
だ
が
、
非
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
国
へ

の
影
響
は
現
時
点
で
は
小
さ
く
、
プ
ラ
ス
成

長
を
維
持
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
国
で
は
雇

用
面
へ
の
影
響
も
小
規
模
で
、
一
国
全
体
を

揺
る
が
す
レ
ベ
ル
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
全

体
的
に
み
て
九
七
年
の
ア
ジ
ア
危
機
に
比
べ

る
と
大
き
な
影
響
は
出
て
い
な
い
。
た
だ
し
、

今
後
、
輸
出
産
業
の
不
振
が
経
済
全
体
に
波

及
し
、
直
接
投
資
が
減
少
す
る
と
、
徐
々
に

影
響
が
広
が
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
だ
。

雇
用
政
策
や
社
会
保
障
制
度
の
未
整
備
が

貧
困
の
拡
大
や
社
会
不
安
の
増
大
を
も
た
ら

す
と
、
最
脆
弱
層
を
直
撃
し
、
歯
止
め
が
か

か
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、

途
上
国
で
は
国
家
財
政
の
制
約
か
ら
、
一
国

で
は
対
処
し
き
れ
な
い
事
態
と
な
る
。

雇
用
創
出
、
内
需
中
心
の
経
済
構

築
が
カ
ギ

経
済
危
機
の
影
響
に
関
す
る
こ
う
し
た
状

況
報
告
を
踏
ま
え
、
村
木
総
括
審
議
官
は
、

各
国
政
府
の
主
張
を
二
点
に
集
約
し
た
。
一

つ
は
、
雇
用
創
出
に
向
け
た
経
済
対
策
の
実

施
で
、
こ
れ
に
は
雇
用
創
出
産
業
へ
の
支
援

も
含
ま
れ
る
。
二
つ
目
は
、
内
需
中
心
の
グ

ロ
ー
バ
ル
経
済
の
変
動
に
影
響
さ
れ
に
く
い

経
済
社
会
体
制
の
構
築
だ
。
具
体
的
に
は
、

雇
用
政
策
・
社
会
保
障
制
度
の
整
備
や
、
最

低
賃
金
制
度
の
構
築
な
ど
労
働
者
の
収
入
の

確
保
、
中
小
企
業
へ
の
支
援
対
策
な
ど
が
対

象
と
な
る
。
同
氏
は
、「
内
需
中
心
の
経
済
社

会
体
制
を
め
ざ
す
と
は
い
う
も
の
の
、
議
論

の
な
か
で
、
欧
米
諸
国
、
日
本
、
中
国
と
い
っ

た
巨
大
経
済
の
早
期
回
復
を
願
う
各
国
の
本

音
も
垣
間
見
ら
れ
た
」
と
補
足
し
た
。

ま
た
、
各
論
と
し
て
各
国
が
主
張
し
た
こ

と
と
し
て
、
①
危
機
の
影
響
を
直
接
受
け
る

労
働
者
に
対
す
る
支
援
策
（
解
雇
対
象
者
、

若
年
層
、
外
国
人
労
働
者
、
国
内
移
民
、
貧

困
層
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
部
門
従
事
者
）
②

政
労
使
社
会
対
話
の
強
化
に
よ
る
合
意
形
成

③
地
域
内
の
経
験
・
情
報
の
共
有
③
先
進
国
・

国
際
機
関
か
ら
の
財
政
支
援―

―

を
あ
げ
た
。

こ
の
ほ
か
、
労
使
か
ら
の
主
張
と
し
て
、
①

雇
用
の
量
の
み
な
ら
ず
質
を
重
視
し
た
基
本

的
権
利
・
条
件
の
確
保
②
国
内
の
み
な
ら
ず

グ
ロ
ー
バ
ル
な
政
労
使
対
話
の
実
現
③
中
小

企
業
対
策
や
職
業
能
力
開
発
な
ど
に
よ
る
企

業
と
雇
用
の
持
続
可
能
性
の
確
保―

―

な
ど

の
必
要
性
に
も
言
及
し
た
。

脆
弱
層
支
援
が
軸
の
社
会
保
障
拡

充
な
ど
で
合
意

マ
ニ
ラ
会
議
で
各
国
政
府
は
、
包
括
的
な

景
気
刺
激
策
を
講
じ
、
雇
用
維
持
・
創
出
と

社
会
的
保
護
を
持
続
可
能
な
回
復
と
成
長
の

中
心
に
位
置
付
け
る
方
向
で
合
意
し
た
。
そ

の
う
え
で
、
具
体
的
な
措
置
と
し
て
、
七
項

目
が
掲
げ
ら
れ
た
。

ま
ず
、
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
ワ
ー
ク
の
保
護
・

支
援
だ
。
二
つ
目
は
、
柔
軟
な
労
働
時
間
、

賃
金
、
一
時
帰
休
、
離
職
支
援
策
な
ど
を
め

ぐ
る
交
渉
に
お
い
て
、
団
体
交
渉
と
社
会
対

話
を
重
視
す
る
こ
と
。
三
つ
目
は
、
イ
ン
フ

ラ
工
事
や
労
働
集
約
型
土
木
工
事
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
着
手
し
、
雇
用
を
創
出
す
る
。
四
つ

目
は
、
融
資
機
会
の
確
保
な
ど
の
企
業
支
援

策
で
、
五
つ
目
は
、
農
村
部
や
農
村
経
済
な

ど
の
特
定
部
門
、
移
民
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル

部
門
従
事
者
と
い
っ
た
脆
弱
層
に
焦
点
を
当

て
た
支
援
を
講
じ
る
こ
と
。
六
つ
目
は
、
社

会
保
障
・
社
会
的
保
護
制
度
を
拡
充
し
、
脆

弱
層
の
可
処
分
所
得
水
準
を
引
き
上
げ
る
。

最
後
に
、
国
際
レ
ベ
ル
、
地
域
レ
ベ
ル
で
の

支
援
の
強
化
で
、
こ
れ
に
は
、
途
上
国
向
け

資
金
提
供
や
国
際
金
融
機
関
の
融
資
条
件
の

緩
和
も
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
措
置

を
講
じ
る
う
え
で
、
各
国
政
府
レ
ベ
ル
・
国

際
レ
ベ
ル
の
対
応
を
調
整
し
、
整
合
性
を
確

保
す
る
必
要
性
も
強
調
さ
れ
た
。

マ
ニ
ラ
会
議
の
結
論
を
踏
ま
え
村
木
総
括

審
議
官
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
に
お
い

て
日
本
が
果
た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
コ
メ

ン
ト
し
た
。
ま
ず
大
前
提
と
し
て
、「
ア
ジ
ア

諸
国
が
最
も
依
存
し
て
い
る
の
は
、
先
進
諸

国
の
景
気
回
復
に
よ
る
輸
入
需
要
の
拡
大

だ
」
と
述
べ
、
日
本
の
早
期
景
気
回
復
の
必

要
性
を
掲
げ
た
う
え
で
、
①
金
融
秩
序
の
回

復
②
保
護
主
義
の
抑
制
③
経
済
危
機
の
社
会

的
側
面
の
改
善―

―

に
向
け
た
国
際
協
調
に

よ
る
対
応
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
く
べ
き

方
向
を
示
し
た
。
同
時
に
、
官
民
に
よ
る
途

上
国
と
の
関
係
強
化
に
向
け
、
直
接
投
資
や

経
済
連
携
を
促
進
し
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
を
維
持
し
て

い
く
必
要
性
を
訴
え
、「
労
使
関
係
、
安
全
衛

生
な
ど
の
分
野
に
お
け
る
日
本
の
ノ
ウ
・
ハ

ウ
を
伝
え
、生
か
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
」

と
述
べ
、
報
告
を
締
め
く
く
っ
た
。

〔
注
〕

１
．
Ｉ
Ｌ
Ｏ
駐
日
事
務
所
と
Ｉ
Ｌ
Ｏ
協
会
は
三
月
四
日
、
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記
念
セ
ミ
ナ
ー
「
金

融
危
機
に
端
を
発
す
る
世
界
同
時
不
況
下
で
い
か
に
し

て
社
会
正
義
を
守
る
か
」
を
開
催
し
た
。
セ
ミ
ナ
ー
で

は
、
村
木
総
括
審
議
官
の
報
告
の
ほ
か
、
長
谷
川
真
一
・

Ｉ
Ｌ
Ｏ
駐
日
代
表
が
「
Ｉ
Ｌ
Ｏ
と
社
会
正
義
を
目
指
す

活
動
」
に
つ
い
て
、
ま
た
中
嶋
滋
・
Ｉ
Ｌ
Ｏ
労
働
側
理

事
が
「
労
働
組
合
か
ら
み
た
今
次
経
済
危
機
へ
の
対
応

の
あ
り
方
（
マ
ニ
ラ
会
議
に
出
席
し
て
）」
を
テ
ー
マ

に
報
告
し
た
。

２
．
昨
年
一
一
月
開
催
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
理
事
会
に
お
け
る
金
融

危
機
に
関
す
る
緊
急
審
議
概
要
お
よ
び
理
事
会
議
長
団

声
明
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
誌
〇
九
年
一
月
号
（
五

八
〜
六
〇
頁
）
で
詳
し
く
報
じ
た
。

（
国
際
研
究
部　

戒
居
皆
和
）


